
 徳島県告示等公告式規程（平成20年徳島県告示第1 2 1号）第２条第２項ただし書の規定

により、令和８年徳島県告示第1 9 3号の２から第1 9 3号の５までを、令和８年３月31日午

後11時５分に、徳島県庁正門前の掲示場に次のとおり掲示して公告した。 

  令和８年４月１日 

                     徳島県知事  後 藤 田  正  純   
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